
市
政
懇
談
会
を
開
催

市政
懇談会11

月
に
開
催
す
る
市
政
懇
談
会
の
日
程
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
開
催
地
区
の
住
民
は
、

傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
傍
聴
者
は
発
言
で
き
ま
せ
ん
）。

●
11
月
28
日
㈪
に
予
定
し
て
い
た
細
川
地
区
市
政
懇
談
会
は
、今
年
度
の
開
催
を
中
止
し

ま
す
。

問  

(市)
市
民
協
働
課
生
涯
活
躍
の
ま
ち
推
進
係

11
月
26
日
㈯　
午
後
7
時
〜

11
月
23
日
㈬　
午
後
3
時
〜

11
月
18
日
㈮　
午
後
7
時
〜

日　
時

自
由
が
丘

緑
が
丘

志
染

地　
区

自
由
が
丘
公
民
館

緑
が
丘
町
公
民
館

志
染
町
公
民
館

場　
所

用
途
地
域
変
更
な
ど
の
市
素
案
へ
の
意
見
を
募
集

都市
計画

　
東
播
都
市
計
画
の
用
途
地
域
変
更
と
地

区
計
画
決
定
に
か
か
る
市
素
案
へ
の
意
見

を
募
集
し
ま
す
。

▼
変
更
地
区　
末
広
2
丁
目
、末
広
3
丁

目
、平
田
、大
村
、大
村
1
丁
目
、本
町

1
丁
目
、本
町
2
丁
目
、上
の
丸
町

▼
閲
覧
期
間

　
【
用
途
地
域
】
11
月
1
日
㈫
〜
22
日
㈫

　
【
地
区
計
画
】
11
月
8
日
㈫
〜
22
日
㈫

▼
意
見
書
の
提
出
方
法　

住
所
、氏
名
、

電
話
番
号
、意
見
内
容
を
明
記
の
上
、

市
役
所
2
階
都
市
政
策
課
に
持
参
ま
た

は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限

11
月
22
日
㈫（
必
着
）

●
説
明
会
を
開
催（
申
し
込
み
不
要
）

　
市
素
案
に
か
か
る
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。▼

日
時

11
月
13
日
㈰　
午
前
10
時
〜

▼
場
所　
市
役
所　
5
階
大
会
議
室

問  

(市)
都
市
政
策
課
都
市
計
画
係

▲ホームページ
　はこちら

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
す

子育て
　

虐
待
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、子
ど
も

か
ら
の
サ
イ
ン
を
見
逃
さ
な
い
こ
と
が
大

切
で
す
。
一
人
一
人
が
身
近
に
で
き
る
こ

と
か
ら
行
動
し
て
、地
域
で
子
ど
も
が
安

心
し
て
健
や
か
に
育
つ
こ
と
の
で
き
る
社

会
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
あ
な
た
に
で
き
る
子
育
て
応
援

　
・子
ど
も
や
子
育
て
家
庭
に
関
心
を
持

ち
、地
域
で
の
子
育
て
に
協
力
す
る
。

　
・周
囲
で
心
配
な
家
庭
が
あ
れ
ば
、相

談
機
関
に
連
絡
す
る（
連
絡
者
や
内
容

に
関
す
る
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
）。

●
家
族
の
ケ
ア
や
家
事
の
手
伝
い
が
負
担
に

な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

家
庭
の
事
情
に
よ
り
、学
校
や
友
人
関

係
、毎
日
の
生
活
な
ど
に
悩
み
を
抱
え
て

い
ま
せ
ん
か
。
自
分
の
こ
と
や
家
族
の
こ

と
を
話
す
の
は
勇
気
が
い
る
こ
と
で
す

が
、一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、ま
ず
は
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
窓
口

・児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

☎
1
8
9（
24
時
間
3
6
5
日
受
付
）

　
・（県）
加
東
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

☎
0
7
9
5
‐
2
7
‐
8
2
5
0

　
・（市）
子
育
て
支
援
課

☎
8
3
‐
2
2
6
6

問  

(市)
子
育
て
支
援
課
家
庭
支
援
係

障
害
者
を
雇
用
す
る
事
業
者
を
支
援

助成金
　

市
で
は
、障
が
い
の
あ
る
方
の
雇
用
を

推
進
す
る
た
め
に
、次
の
事
業
者
に
助
成

金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

▼
要
件　

次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
し
、

か
つ
③
、④
の
要
件
を
満
た
す
市
内
事

業
所

①
従
業
員
数
43
・
5
人
以
上
で
、法
定

雇
用
障
害
者
数
を
超
え
て
雇
用
し
、

市
内
在
住
の
障
が
い
の
あ
る
方
※
が

1
人
以
上
い
る

②
従
業
員
数
43
・
5
人
未
満
で
、市
内

在
住
の
障
が
い
の
あ
る
方
※
が
1
人

以
上
い
る

③
障
が
い
者
雇
用
に
関
す
る
雇
用
調
整

金
や
報
酬
金
な
ど
公
的
補
助
金
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い

④
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

※
6
月
1
日
〜
12
月
1
日
の
期
間
中
、

継
続
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

▼
助
成
額　
障
が
い
の
あ
る
方
1
人
に
つ

き
、年
額
10
万
円（
1
事
業
所
あ
た
り

上
限
50
万
円
）

▼
申
請
期
間

12
月
1
日
㈭
〜
令
和
5
年

2
月
24
日
㈮（
予
算
上
限
額
に
到
達
次

第
、受
付
を
終
了
し
ま
す
。）

▼
申
請
方
法　

市
役
所
3
階
障
害
福
祉

課
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
用

紙
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

問・申
請  

(市)
障
害
福
祉
課
障
害
者
支
援
係 ▲ ホームペー

　ジはこちら

　

配
偶
者
・
交
際
相
手
か
ら
の
暴
力
、性

犯
罪
、売
買
春
、セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
、ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
の
女
性

に
対
す
る
暴
力
は
女
性
の
人
権
を
侵
害
す

る
も
の
で
す
。

　

市
で
は
、県
や
県
警
と
と
も
に
相
談
体

制
を
強
化
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。「
つ
ら
い
」「
な
に
か
お

か
し
い
」と
感
じ
た
ら
小
さ
な
こ
と
で
も
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
・（市）
D
V
相
談
室

☎
8
2
‐
8
3
0
0

・（県）
女
性
家
庭
セ
ン
タ
ー

☎
0
7
8
‐
7
3
2
‐
7
7
0
0

・兵
庫
県
警
察
ス
ト
―
カ
ー・
D
V
相
談
電
話

☎
0
7
8
‐
3
7
1
‐
7
8
3
0

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

が
長
期
化
す
る
中
、生
活
困
窮
者
の
自
立

支
援
を
目
的
と
し
た
支
援
金
の
申
請
期
限

を
延
長
し
ま
す
。

▼
対
象

次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す

世
帯

①
総
合
支
援
資
金
の
再
貸
付
を
借
り
終

わ
っ
た
世
帯
や
再
貸
付
の
申
請
が
不
承

認
と
な
っ
た
世
帯
、ま
た
は
緊
急
小
口

資
金
お
よ
び
総
合
支
援
資
金
の
初
回
を

借
り
終
わ
っ
た
世
帯（
生
活
保
護
受
給

中
の
世
帯
は
除
く
）

②
収
入（
月
額
）が
次
の
a
＋
b
の
額
を
超

え
な
い
こ
と

a  

市
民
税
均
等
割
非
課
税
額
の
12
分

の
1

b  

生
活
保
護
の
住
宅
扶
助
基
準
額

③
資
産（
預
貯
金
お
よ
び
現
金
）が
②
a
の

6
倍
以
下
で
あ
る
こ
と（
た
だ
し

1
0
0
万
円
以
下
）

④
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
に
求
職
申
込
し
、

誠
実
か
つ
熱
心
に
求
職
活
動
を
行
う
こ

と

▼
支
給
額（
月
額
）

単
身
世
帯
：
6
万
円
、2
人
世
帯
：
8
万

円
、3
人
以
上
世
帯：
10
万
円

▼
受
給
期
間

3
カ
月
以
内

▼
申
請
方
法

貸
付
終
了
世
帯
な
ど
、支

給
の
可
能
性
が
あ
る
世
帯
へ
、順
次
申

請
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
必
要
事

項
を
記
入
し
、添
付
書
類
と
と
も
に
窓
口

ま
た
は
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限（
延
長
後
）
12
月
28
日
㈬

問・申
込
（市）
福
祉
課
生
活
支
援
係

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
生
活
困
窮
者

自
立
支
援
金
の
申
請
期
限
を
延
長

コロナ
対策

▲ ホームペー
　ジはこちら

11
月
12
日
〜
25
日
は

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
週
間
で
す

人権

みっきぃナビみっきぃナビ

募
集・採
用

健　
　
康

相　
　
談

教
室・講
座

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

催　
　
し

教
室・講
座

施　
　
設

子
育
て
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